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1. 序論：無形資産を中心とした取引構造の転換と法規制の要
請 
グローバル経済において、企業の競争力の源泉は工場や設備といった有形資産から、知的財産

権、データ、ノウハウといった無形資産へと完全に移行している。日本においても、スタートアップや

中小企業が生み出す革新的な技術やデータが、サプライチェーン全体の付加価値を牽引する中核

的な役割を担うようになった。しかしながら、このパラダイムシフトの裏側で、長年にわたり製造業を

中心に構築されてきた「元請け・下請け」という垂直統合型の取引慣行が、無形資産の取引において

もそのまま持ち込まれ、深刻な構造的問題を引き起こしている1。 

こうした状況を重く見た公正取引委員会、中小企業庁、および特許庁の3機関は、知的財産取引に
おける構造的な搾取や不公正な慣行を是正するため、合同で「知的財産取引適正化ワーキンググ

ループ」を設置し、実効性のある対応策の策定に向けた議論を重ねてきた3。その集大成の一環とし

て、2026年2月27日に開催された同ワーキンググループの第4回会合において、「知的財産権・ノウ
ハウ・データを対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」が公表された5。 

本実態調査は、2025年9月に91業種・約4万社（そのうち中小企業が92.5%を占める）を対象として実
施され、6,973社から有効回答を得た大規模なものである6。この報告書は、無形資産を巡る企業間

取引において、独占禁止法が禁ずる「優越的地位の濫用」や下請代金支払遅延等防止法（下請法）

が禁ずる「買いたたき」等に抵触し得る不当な取引事例が、特定の業界に限らず常態化している実

態を浮き彫りにした6。 

本稿では、この2026年2月の実態調査報告書が示す定量的・定性的なデータを多角的に解剖し、大
企業と中小企業との間に横たわる情報の非対称性や交渉力の格差が、いかにしてイノベーションの

阻害要因となっているかを深掘りする。さらに、2026年3月のパブリックコメントを経て、同年6月下旬
に策定が予定されている「取引適正化のための新指針（ガイドライン）」の具体的な内容や、知財Gメ
ンによる執行体制の強化、ならびに企業に求められるガバナンスの抜本的な再構築について包括

的な考察を行う6。 

2. 2026年実態調査の定量分析：暗数化する被害と構造的脆
弱性 



公正取引委員会らが実施した実態調査の結果は、我が国の無形資産取引の実相を極めて高い解

像度で捉えており、中小企業がいかに脆弱な立場で取引に臨んでいるかを数値として如実に示して

いる。 

2.1. 「納得できない取引条件」の受諾と暗数化する被害の実態 
調査結果によれば、回答企業の54.8％（3,824社）が何らかの知的財産権やデータを保有していると
回答した6。しかし、最も警戒すべきデータは、これら知財等を保有する企業のうち、15.8％（603社）
が「発注企業から納得できない取引条件を受け入れた経験がある」と明言している事実である6。 

調査項目 回答数・割合 示唆される課題 

調査対象企業 40,000社 (回収6,973社) 91業種にわたり、92.5%が中小
企業であり、サプライチェーンの

広範な実態を反映。 

知財・データ保有率 54.8% (3,824社) 半数以上の中小企業が無形資

産を有しており、取引の主要な対

象となっている。 

不当条件の受諾経験 15.8% (603社) 優越的地位の濫用に該当し得る

被害が、一部の例外ではなく一

定の規模で発生している。 

知財専門人材の不在 回答企業の約半数 契約書のレビューや権利の主張

を行う能力が構造的に欠如して

いる。 

この「15.8％」という数値は、あくまで顕在化した氷山の一角に過ぎないと解釈すべきである。なぜな
ら、元請け企業に対する報復措置（取引の打ち切りや発注量の理不尽な削減）を恐れる心理的バイ

アスが存在することに加え、自らが不利益を被っている事実にすら気付いていない「潜在的被害層」

が多数存在すると強く推定されるからである8。苦労して取得した知的財産権や、事業の根幹をなす

秘匿すべきノウハウを、意に反して無償で譲渡・開示させられる事態は、価値創造者への正当な利

益還元を根本から破壊する行為である9。イノベーションに対するインセンティブが剥奪されれば、我

が国における企業の知的財産戦略そのものが成り立たなくなり、長期的には国家の産業競争力の



深刻な衰退に直結する10。 

2.2. 知財専門人材の不在と構造的な交渉力格差の再生産 
さらに憂慮すべきデータは、知的財産等の取り扱いを確認する社内担当者や法務専門家がいない

事業者が、回答企業の約半数に達しているという事実である6。この事実は、契約交渉のテーブルに

おいて、圧倒的な人的リソースを持つ法務部門と知財部門を擁する大企業に対して、中小企業が事

実上「丸腰」で対峙している構図を示している。 

専門家が不在の中小企業は、提示された契約書（多くは大企業側に極めて有利に作成されたひな

形）に潜むリスクを正確に評価することができない8。例えば、バックグラウンドIP（既存の独自技術）
の無償許諾条項や、広範な競合避止義務などが巧妙に組み込まれていたとしても、その法的意味

を理解できないまま押印してしまうケースが後を絶たない。その結果、「今後の取引関係への悪影

響」や「契約交渉の長期化による資金繰りの悪化」を過度に懸念し、不利な条件を盲目的に受け入

れてしまうという悪循環が形成されている8。 

大企業側からすれば、明示的な強要や脅迫がなくとも、このリテラシーの非対称性を巧みに利用す

ることで、実質的に優越的地位の濫用と同等の結果（知的財産の合法的な吸い上げ）を達成できて

しまう点に、本問題の極めて根深い本質が存在する。 

3. 独占禁止法・下請法上の懸念となる不当な行為類型の深
掘り 
2026年2月の報告書案、およびワーキンググループでの議論において、独占禁止法上の「優越的地
位の濫用」や下請法上の「買いたたき」等に該当するおそれがあるとして特に問題視されている行為

類型は、主に以下の3点に集約される6。これらの行為は、単なるマナー違反ではなく、競争法秩序を

脅かす違法性の高い行為として厳格に整理されつつある。 

3.1. 対価設定の乖離とコスト・プラス方式の限界 
日本の製造業を中心とするサプライチェーンにおいて長らく問題視されてきたのが、有形物の製造

にかかる限界費用のみを評価し、無形資産（設計、データ、デザイン、金型等）の創出にかかったサ

ンクコスト（埋没費用）や将来の付加価値を無視する「コスト・プラス方式」の旧態依然とした価格決定

メカニズムである8。 

実態調査では、対価設定の「現状」と「望ましい方法」の間に明確な乖離があると回答した企業が多

数存在することが確認された8。具体的には、ライセンスの対価設定について乖離があると回答した

者は約18%、知財の譲渡の対価設定に関する乖離は約13%に上る8。また、一方的に知的財産権等

の取引方法や対価を設定された経験がある者は約7%であり、技術検証（PoC）や試作品製造を無
償でさせられたりする事例も約7%報告されている8。 

製品の製造プロセスにおいて不可欠な金型の図面データや、意匠権・著作権の対象となるデザイン

について、大企業側が「製品の単価（成果物の料金）に全て含まれている」として、知財に対する独



立した対価の支払いを不当に拒否する事例が散見される6。これは、知的財産の価値を物理的な部

品代に埋没させる悪しき商慣行の典型である。 

 

 
 
3.2. NDA（秘密保持契約）の締結拒否と「レジデュアル条項」の悪用を通じた技
術流出 
新たな取引に向けた技術検証（PoC）や商談の段階において、発注側（大企業）が「社内規定により
NDAは結ばない」「検討の初期段階では不要である」と一方的に主張し、NDAを締結しないまま受注
側（中小企業・スタートアップ）の独自の技術ノウハウや顧客リストといった営業秘密の開示を強要す

るケースが極めて深刻な問題となっている6。実態調査でも、ノウハウの開示を強要された事例が約



9%に上ることが示されている8。 

NDAが存在しない状態での情報開示は、法的には「公知の事実」または秘密管理性の要件を欠く情
報とみなされるリスクが極めて高く、不正競争防止法に基づく営業秘密としての法的保護を喪失する

致命的な事態を招く13。発注側はこれを逆手に取り、開示された技術情報を自社内で自由に流用し

たり、他の中小企業に提示してより安価に製造させたり（相見積もりの材料への悪用）することが可

能となる。 

さらに悪質で巧妙な手口として、形式的にNDAを締結しながらも、大企業側が用意した契約書内に
「残留情報（レジデュアル）条項」を忍ばせるケースが報告されている13。これは、「契約終了後、情報

受領者の担当者の記憶に残留している情報（Residuals）については、守秘義務を負わず自由に使
用できる」とする特例条項である。人間の記憶と記録の境界線は極めて曖昧であり、この条項を盾に

取れば、大企業側は中小企業のコア技術や画期的なアイデアを実質的に合法に模倣・流用すること

が可能となる。この条項は、実質的な「アイデアの盗用」を正当化する抜け道として機能しており、競

争法上極めて不当な不利益の押し付けに該当し得る13。 

3.3. デジタルトランスフォーメーションの影：データ無償提供の強要 
近年、急速に進展するデジタルトランスフォーメーション（DX）に伴い、機械の稼働時間、生産プロセ
スの歩留まり、あるいはセンサーから得られる環境データなど、データそのものが極めて高い経済的

価値を持つようになった。しかし実態調査では、発注側が部品やソフトウェアの納入だけでなく、これ

らの稼働データや生産性に関するデータを無償で提供するよう強要する事例が多数確認されてお

り、データの開示を強要されたとする回答は約8%に及んでいる6。 

中小企業側は、大企業から「データを提出しなければ取引を打ち切られるかもしれない」、あるいは

「データ提出など面倒な要求を拒否するなら、他の事業者への発注も検討する」と暗に示唆されるこ

とで、データ提供を余儀なくされているのが実態である8。これは、データの継続的な収集と解析に

よって得られる将来の莫大な付加価値（例えば、予測保全サービスの展開、次世代製品の開発、AI
の学習データとしての利用など）を大企業が独占する一方で、データ生成のコストを負担している元

である中小企業には一切の対価が還元されないという、著しく非対称な構造を生み出している。 

今後の指針案においては、データは従来の「ノウハウ」という曖昧な概念に含めて曖昧に処理するの

ではなく、契約上「特出し（個別に明記）」して扱い、提供範囲、利用目的、および対価を明確に定め

ることが望ましい取引慣行として強く提示される見通しである8。 

4. 不当な取引慣行を温存する日本特有の産業構造と商慣行 
独占禁止法や下請法といった強力な法規制が存在するにもかかわらず、なぜ知財取引における不

公正な慣行がこれほどまでに広範かつ深く根付いているのか。その背景には、単なる個別の企業の

モラル欠如では片付けられない、日本独自の産業構造と商慣行の歪みが構造的要因として介在し

ている。 

4.1. 商社等の仲介者介在による情報の非対称性と責任の希薄化 



知的財産取引適正化ワーキンググループの議論において、重要な論点の一つとして浮上したのが、

大企業（メーカー）と中小企業（サプライヤー）の間に「商社」が介在することによる悪影響である8。商

社は従来、与信管理、資金決済の代行、あるいは物流の円滑化という点で重要な経済的機能を果

たしてきた。しかし、高度な専門性が求められる知財取引においては、商社の存在が情報の正確な

伝達を阻害し、責任の所在を曖昧にする要因となり得る14。 

実態調査によれば、受注した取引を仲介する立場にある商社等から、何らかの要請（知財の無償提

供やNDA締結の拒否等）を受けた経験があると回答した企業は、知的財産権等を保有する企業の
約4%に上る8。中小企業にとって、間に商社が介在することで、大企業の知財部門や技術部門と直

接NDAを締結したり、技術の真の価値について直接交渉したりする機会が物理的に奪われてしまう
14。さらに、商社の営業担当者自身も高度な知財の専門知識を有していない場合が多く、単なる「汎

用部品の調達」と同じ感覚で、極めて機微な技術データやノウハウの提出を下請けに要求してしま

う。この伝言ゲームのような構造が、知財の価値が軽視される土壌を温存している。 

4.2. 大企業の「自前主義の限界」と過剰なコンタミネーション回避 
もう一つの大きな要因は、大企業側の「アントレプレナーシップの欠如」と、過去の成功体験に基づく

「自前主義」への過剰な固執、そしてそれに対する防衛反応である11。グローバルな競争激化によ

り、もはや自社の社内研究開発（自前主義）だけでは革新的な製品をタイムリーに生み出せなくなっ

た大企業は、オープンイノベーションの名の下に、スタートアップや中小企業の外部技術にアクセス

しようとする12。 

しかし、社内の法務・コンプライアンスや知財管理のルールは、「自社の知的財産を他社から徹底的

に守り抜く」という旧来のクローズドな防衛戦略のパラダイムからアップデートされていない。そのた

め、外部の技術を取り入れる際にも、「後に特許侵害で他社から訴えられるリスク（コンタミネーショ

ン・リスク）を完全にゼロにしたい」という強迫観念に駆られる。その結果、リスクヘッジのしわ寄せと

して、中小企業に対して「一切の知財権を放棄して譲渡せよ」「完全な非侵害保証を提出せよ」「競合

他社には一切技術を提供するな」といった、過剰かつ一方的な要求を契約書上で押し付けてしまう

のである8。 

 



 
 

5. 取引適正化に向けた新指針（2026年6月策定）の射程と法
的実効力 
こうした深刻な実態と構造的な課題を踏まえ、公正取引委員会、中小企業庁、および特許庁は協働

し、2026年3月中旬に報告書と指針（ガイドライン）案を取りまとめる。その後、同年3月下旬からのパ
ブリックコメントの実施を経て、2026年6月下旬に独占禁止法上の考え方を明確に示す新指針を策
定・公表する予定である6。この新指針は、単なる精神論の啓発や努力義務にとどまらず、法的執行

の基準を明確化する強力な実効力を持つものとして設計されている。 

5.1. 優越的地位の濫用適用基準の厳格化と「特出し」の原則 
新指針の最大の意義は、これまで「業界の商慣習」として半ば黙認されがちであった知財やデータの

無償提供強要を、行為類型ごとに詳細に整理し、独占禁止法第2条第9項が定める「優越的地位の
濫用」や、下請法上の「買いたたき」「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するおそれがあるこ

とを明文化する点にある5。 



具体的には、事前の十分な協議なく大企業側のひな形を一方的に押し付ける行為や、正当な理由

なくNDAの締結を拒否したまま営業秘密の開示を迫る行為が、不公正な取引方法として厳しく監視
の対象となる8。これにより、公正取引委員会は違反企業に対して、これまで以上に迅速かつ強力な

法的措置（立入検査、改善指導、さらには排除措置命令や課徴金納付命令等）を講じる明確な法的

根拠を得ることになる16。 

また、前述の通り、無形資産の取り扱いにおいて「データやノウハウの特出し」という原則が導入され

る。これは、有形物の提供契約の中に曖昧に含めるのではなく、知的財産の提供やデータのライセ

ンス部分を契約書内で独立した条項として明記（特出し）し、それぞれに合理的な対価を設定するこ

とを求めるものである8。 

5.2. 「好事例（グッドプラクティス）」としてのレベニューシェアの社会実装 
規制による「ムチ」だけでなく、取引を円滑に進めるための「アメ（指針）」として、新指針では多数の

「好事例（グッドプラクティス）」が示される予定である6。 

その中核となるのが、対価支払いの新しいモデルとしての「レベニューシェア」の導入推奨である。共

同開発において中小企業の技術的貢献が製品のヒットやサービスの普及に大きく寄与した場合、あ

らかじめ定められた少額の固定費（開発費の補填）のみが支払われ、市場で得た莫大な付加価値

（利益）が発注側に独占されるという旧来の問題を是正するためである。受注側の貢献度に応じて将

来の売り上げや利益を継続的に分配する「レベニューシェア」による対価の支払いが、適切な対価設

定の在り方として強く推奨される見通しである6。 

しかし、レベニューシェアを導入する際にも注意が喚起されている。例えば、「利益分配率の不当な

低額設定」や、「支払額に上限のみを設定し、開発に伴うリスクを緩和する下限（ミニマム・ギャラン

ティ）を設けない」といった、発注側にのみ有利な条件設定は、優越的地位の濫用に該当する恐れが

あると新指針案では警告されている13。また、エンタメ業界等において、クリエイター（創出者）に対し

て適切に対価が決定され、報酬が行き渡る仕組みの構築も、好事例の重要な要素と言及されている
8。 

6. 実効性を担保する政府・関係機関の多層的な監視・支援イ
ンフラ 
新指針の策定と並行して、経済産業省や特許庁を中心とする政府機関は、指針を「絵に描いた餅」

に終わらせないための多層的かつ機動的な執行・支援体制を構築している。 

6.1. 「知財Gメン」による網羅的監視と業界別自主行動計画への介入 
中小企業庁が創設した「取引調査員（通称：下請Gメン、知財Gメン）」の活動は、取引適正化におけ
る最強の執行ツールとなっている。現在300名を超える規模に増員されたGメンは、年間約13,000
件の受託中小企業への直接ヒアリング（訪問調査）を実施している17。知財Gメンは、大企業からの
不当な知財要求の証言を集中的に収集し、その実態を「知財取引アドバイザリーボード」を通じて詳



細に分析している18。 

ここで収集された現場の生々しい情報は、個別の違反企業に対する下請法に基づく指導・助言・措

置請求16に直結する。それだけでなく、自動車、電機、情報通信といった産業ごとの業界団体が策定

する「適正取引に関する自主行動計画」の改定を強く促すエビデンスとして活用される16。実際に、日

本自動車部品工業会や日本電機工業会などの主要業界団体は、政府の振興基準の改正を受け、

知財取引の適正化や型の保管・廃棄ルールの明確化（例えば、量産終了後から遅くとも15年を経過
した型は廃棄を前提に協議する等）を自主行動計画に盛り込む改定を行っている21。知財Gメンは、
この自主行動計画が現場で真に遵守されているか（形骸化していないか）を、価格交渉促進月間（毎

年3月・9月）のフォローアップ調査等を通じて厳しく追及・監視する役割も担っている16。 

6.2. INPIT「知財総合支援窓口」を通じた中小企業の交渉力強化策 
中小企業における知財専門人材の圧倒的な不足という根本課題を解決するため、独立行政法人工

業所有権情報・研修館（INPIT）が運営する「知財総合支援窓口」の機能が大幅に拡充・強化されて
いる21。全国47都道府県のすべてに設置されたこの窓口では、弁理士、弁護士、中小企業診断士な
どの専門家が常駐し、無料で相談に応じている21。 

 

INPIT等による主な支援策 支援内容の核心 期待される効果 

ライセンス契約支援 提示された契約書の不利な

条項の抽出と、修正提案の

ロジック構築を弁護士等が無

料で支援21。 

法務リテラシー格差の是正

と、不当な無償譲渡・独占権

要求の阻止。 

知財戦略エキスパート 技術を特許としてオープンに

するか、ノウハウとして秘匿

化するかの戦略立案と社内

管理体制の構築支援21。 

意図せぬ技術流出の防止

と、不正競争防止法上の保

護要件の確保。 

海外法務支援 海外企業との各種契約書の

作成支援や、海外展開に伴

う知財リスク（冒認商標等）へ

の助言21。 

グローバルサプライチェーン

における知財係争リスクの低

減。 

知財ビジネス評価書 専門機関が企業の技術やブ

ランドを評価し、金融機関向

けの客観的な評価書を作成
21。 

知財価値の可視化による資

金調達力の向上と、交渉の

強力なバックアップ。 

特筆すべきは、これらの支援が単なる特許出願の手続き支援にとどまらず、**「契約の交渉力強化」
**に深く踏み込んでいる点である。大企業から提示されたNDAやライセンス契約書の不利な条項を



見抜き、どのように対案を提示すべきかの具体的な助言が受けられる。さらに、特許庁は産業財産

権専門官を中小企業へ直接派遣する出張セミナー（旅費・謝金不要）を実施し、現場レベルでの知

財マインドの底上げを図っている21。これにより、「専門家がいないために大企業の言うがままに泣き

寝入りする」という構図の打破が期待される。 

6.3. 「パートナーシップ構築宣言」の改定とレピュテーション・リスクの顕在化 
サプライチェーン全体の共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」の枠組みにおいても、知財

取引の適正化は極めて重要なテーマとして位置づけられている。2026年の改正受託中小企業振興
法等の施行に合わせ、宣言のひな形が改定され、大企業は自社の宣言文の中で「知的財産の保護

及び取引の適正化」を明示的に誓約することが求められている27。 

このパートナーシップ構築宣言は、企業のウェブサイト等で公表され、名簿として管理されるため、実

質的にステークホルダー（投資家、労働市場、消費者）に対するESG（環境・社会・ガバナンス）のコ
ミットメントとして機能する。知財Gメンの調査や公正取引委員会の立ち入り等により、宣言に反する
不公正な知財搾取が発覚した場合、宣言企業リストからの除外や、悪質な場合は社名公表といった

強烈なレピュテーション・リスク（風評被害・ブランド価値の毀損）に直結する。これは、コンプライアン

スを重視する現代の大企業に対して、法的な罰則と同等以上の強い抑止力を発揮する設計となって

いる。 

7. 企業ガバナンスの再構築：発注側と受注側に求められる行
動変容 
2026年6月の新指針策定は、法規制の枠組みが一段階厳格化される重要な分水嶺となる。これを
受けて、発注側である大企業、および受注側である中小企業・スタートアップの双方は、自社の取引

ガバナンスを抜本的に再構築し、行動を変容させる必要に迫られている。 

7.1. 発注側（大企業）におけるパラダイムシフトとコンプライアンスの徹底 
大企業は、「下請けの技術やアイデアは自社の事業のために無償で奉仕されるべきもの」という、高

度経済成長期から続く旧来の優越的意識を完全に払拭しなければならない。具体的に直ちに講ず

べき措置は以下の通りである。 

1.​ 契約ひな型の全面監査と修正：法務・知財部門は、購買部門や事業部門が長年使用してきた
委託契約書や共同開発契約書のひな型を監査すべきである。「本件業務から生じた成果物の

すべての知的財産権は、対価の支払いなくして無償で甲（大企業）に帰属する」「乙（中小企業）

は著作者人格権を一切行使しない」といった包括的で一方的な条項は、優越的地位の濫用と

みなされるリスクが高いため、速やかに削除・修正する必要がある8。 
2.​ 対価算定プロセスの透明化と分離：金型データ、意匠デザイン、ソフトウェアのソースコード、あ
るいは稼働データ等を譲受・利用する場合、製品の製造原価（部品代）に含めて曖昧にするの

ではなく、その無形資産が将来生み出す価値を客観的に評価し、独立した対価として算定・支

払うプロセスを社内規程に組み込むべきである6。 
3.​ 購買担当者への再教育とKPIの見直し：不当な要求の多くは、悪意に基づくものではなく、現場
の購買担当者の「過酷なコスト削減目標（KPI）の追求」や「知財関連法規への無理解」から生じ



ている。知財ガイドラインに基づく社内研修を徹底し、事前のNDA締結の義務化やデータ特出
しのルールを現場の末端まで浸透させることが不可欠である。 

7.2. 受注側（中小企業・スタートアップ）の自己防衛と付加価値ベースの価値主
張 
一方、受注側である中小企業も、「相手は大企業であり下請けである以上、不利な条件を呑むのは

仕方がない」という旧態依然とした被害者意識から脱却する必要がある。自らの生み出した無形資

産を主体的に防御し、正当な価値を主張する能動的な姿勢が強く求められる。 

1.​ 「情報の特出し」による権利境界線の明確な設定：取引や協議の開始前に、自社の既存の強み
である「バックグラウンドIP（すでに保有している特許や秘匿ノウハウ）」と、将来の共同開発の
過程で生み出される「フォアグラウンドIP」を文書化して区別し、どこからが有償のライセンス対
象となるのか、境界線を明確に引く習慣をつけるべきである8。 

2.​ 公的支援インフラの徹底的かつ戦略的な活用：自社内に法務や知財の専門家がいないことを
言い訳にする時代は終わった。INPITの知財総合支援窓口や知財戦略エキスパートの制度を
積極的に活用し、契約書のレビューや交渉ロジックの構築において「外部の高度な専門頭脳」

を無料で利用することが、企業防衛の第一歩である21。 
3.​ 付加価値ベースの価格交渉への移行：単にかかった工数に基づくコスト・プラス方式の見積書
の提示をやめるべきである。自社の提供する技術、デザイン、データが、相手先の最終製品に

おいてどれだけの付加価値（例えば、製品の軽量化、耐久性の飛躍的向上、データ解析による

新規サービスの創出など）を生むかを定量的に示し、それに基づく適正なライセンス料やレベ

ニューシェアを堂々と要求する交渉力を養う必要がある。 

8. 結論：持続可能なイノベーション・エコシステムの確立に向
けて 
2026年2月27日の実態調査報告書の公表、そしてそれに続く同年6月の新指針の策定は、日本の
産業界が長年抱えてきた「知財のタダ乗り構造」に対する、国家レベルでの大規模かつ本格的なメ

スである。アンケート結果の「15.8%」という数値が示すように、情報の非対称性を利用した不公正な
知財取引は依然として深く根付いている。しかし、独占禁止法や下請法の運用基準の厳格化、知財

Gメンによる現場介入の強化、そしてINPIT等を活用した防衛策の普及により、不当な要求を許さな
い包囲網は着実に、そして急速に狭まっている。 

知的財産権、ノウハウ、およびデータは、企業規模を問わず次世代の競争力を左右する最大の資産

である。大企業による一方的な搾取を放置すれば、中小企業の投資意欲と研究開発への熱意は枯

渇し、革新的な技術の芽は摘み取られる。それは最終的に、大企業自身のサプライチェーンを致命

的に脆弱化させ、国際競争からの脱落を意味する。 

取引適正化に向けた新指針は、単なる法的なコンプライアンスの強化や弱者救済の枠組みではな

い。それは、技術の貢献度に応じた公正な利益分配（レベニューシェア等）を通じて、大企業と中小

企業・スタートアップが真の対等なパートナーとして互いの強みを持ち寄り、新たな価値を共創する

「健全かつ持続可能なイノベーション・エコシステム」へと日本経済を再構築するための、不可欠なプ



ロセスである。今後の指針の厳正な運用状況と、それに応える産業界全体の自主的かつ積極的な

行動変容が強く注視される。 
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